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第６回糸島１市２町合併協議会 

 

平成20年４月23日（水）９：30～ 

前原市人権センター３階大会議室 

 

次   第 

 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 協議事項 

（１）協定項目の調整について 

 （第３回合併協議会資料） 

  ①協議第11号 協定項目３「新市の名称」について 

  ②協議第16号 協定項目19「町・字名の取扱い」について 

  ③協議第17号 協定項目23「都市計画の取扱い」について 

 （第５回合併協議会資料） 

  ④協議第20号 協定項目13「特別職職員の身分の取扱い」について 

  ⑤協議第21号 協定項目15「国民健康保険事業の取扱い」について 

  ⑥協議第22号 協定項目25「保育所の取扱い」について 

  ⑦協議第23号 協定項目27「福祉制度の取扱い」について 

５ 次回日程について 

  日 時：平成20年５月９日（金）13：30～ 

  場 所：二丈町立中央公民館 ３階講堂 

６ 閉 会 
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午前９時31分 開会 

○事務局（田浦） 

 定刻になりました。本日の出席委員は29人でございます。定足数に達しておりますので、

ただいまから開会をさせていただきます。 

 委員の皆様にお願い申し上げます。 

 会議録作成の関係から、発言をされる際には市町名と氏名を述べられ、マイクを使用して

の発言をよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（福嶋） 

 それでは、開会のあいさつを筒井副会長が申し上げます。 

○筒井副会長 

 おはようございます。今日は午前中に開会ということでご案内を申し上げましたところ、

大変ご多用の中にかかわらず、繰り合わせてご出席をいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 ただいまから合併協議会を開会いたします。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（福嶋） 

 続きまして、松本会長がごあいさつを申し上げます。 

○松本会長 

 おはようございます。ちょっと最近思っていることを言わせていただきますので、お許し

いただきたいと思います。 

 近ごろ、新聞等で道州制とか地方政府という言葉がどんどん出てくるようになりました。

私もいろんな方とお話しするときに、なぜ今合併なのかというのをよく聞かれます。こうい

うふうにいつもお話ししているんですが、国全体の大きな流れといたしまして、今、右肩上

がりの成長時代というのが終わりまして、少子高齢化が一段と今後進みます。これまでの国

の画一的な制度というものでは、地域の皆さんのさまざまな要望、多様化する要望に的確に

こたえていくことができないと、あるいは地域の個性を今後伸ばす必要があると。地域の暮

らしを第一線で守ってはぐくんでいくことが、画一的なやり方では困難になってきていると

いう指摘がございます。 

 今後どうするかということで、財源も権限も国から地方へ移譲しまして、国主導の画一的

な行政システムから、それぞれの地域の実状に合わせた、いわゆる自立型の行政システムに
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切りかえようという国の形ですね、この国の形。日本の３大改革と言われます明治維新、そ

れから、昭和の大改革に継ぐ平成の大改革でもって、国の形を根本からつくりかえて、人も

地方も国も元気にしようという、今、大きな流れがございます。 

 道州制という考え方が出てきて、今盛んに論じられるようになりました。今朝の新聞でも、

道州制をとれば年間9,000億円の節減になるとか、次の自民党の政権公約に道州制というの

を盛り込むのかと、そういうところまで話が出てきております。 

 この道州制の先にあるものは何か。これは徹底した地方分権、そして、私ども市町村、つ

まり基礎的な自治体を地方政府という位置づけ、考え方で位置づけていこうということでご

ざいます。これが最短では10年後に九州府というのをつくって目指そうという動きが、財界

あたりで今、強烈に進められております。 

 この新しい行政システムを私どもが受け入れるに当たりまして、このままでいいのかとい

う思いがございます。これまで財源とか予算の配分、それから政策など、ほとんど国が決め

ると。典型的なのは農業政策、それから福祉医療政策、ほとんど国が決めて、地方は国から

の指示、あるいは命令を言われたとおりに実施するというだけでございました。ただ、地方

分権が進められて、地方が自己の責任において決定していかなければならないという状況に

なってきております。 

 つまり、税金の話で言いますと、だれから、いつ、幾ら税金をいただいて、どんな行政サ

ービスを提供するのかと。これは住民の理解を得ながら自分たちで決めなさいと、そのかわ

り責任も負いなさいと、こういうシステムに今から必ずなってまいります。自己責任ですね。

そうなると、自由が出てまいります。自由があるということは、甘えがきかないということ

でもありますし、チャンスがあるということは、それだけ全国1,800自治体の競争にさらさ

れると、こういうことになるわけでございます。 

 私ども糸島１市２町も地方分権、あるいはその先にある道州制に堪えるだけの高いレベル

の政策形成能力、経営能力を持つ自治体に成長する必要が出てまいります。まずはその成長

をステップの第１段階として、１市２町が合併し、行財政の基盤を強化し、新しい自治のシ

ステムに備えようということで、今、議論をお願いしているところでございます。 

 この合併協の判断は、我がふるさと糸島の将来を大きく左右する大変重要な判断になるわ

けでございますので、今後とも、どうかより建設的な議論を展開していただくよう、そして、

よりよい合併のあり方を皆さんでご審議いただきたいと願っております。 
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 勝手なことを言いましたけれども、私の思いでございます。どうかよろしくお願い申し上

げます。 

○事務局（福嶋） 

 ありがとうございました。 

 それでは、会議に入ります前に、協定項目13「特別職職員の身分の取扱い」及び協定項目

27「福祉制度の取扱い」について、大変申し訳ございませんが、一部差替えということで申

し出が出ております。次長に説明させますので、よろしくお願いします。 

○事務局（田浦） 

 それでは、申し訳ございません。本日、資料をそれぞれ４枚お配りさせていただいており

まして、まず、１枚目の特別職の給料、報酬の改定経過ということでございますが、これは

後ほど協議の中で専門部会長のほうから説明がございます。 

 それから、Ａ３の用紙で３枚の調整案をお配りさせていただいております。２ページと16

と18ページということでございますけれども、これは前回、提案説明をさせていただきまし

た第５回の協議会の資料でございますが、そちらのほうをご覧いただきながら、少し説明を

させていただきたいと思います。 

 第５回協議会の資料の２ページをお開きいただきたいと思います。 

 特別職職員の身分の取扱いということでございますが、前原市の現状の欄に、上から４行

目でございますけれども、「教育長 月額 658,000円」という記載をいたしておりました。

正しくは、本日お配りいたしました２ページの同じところをご覧いただきたいと思いますけ

れども、「教育長 月額 644,000円」ということが正しい金額でございました。金額が間

違っておりましたので、差替えをお願いするものでございます。 

 続きまして、前回協議会資料の14ページをお開きいただきたいと思います。福祉制度の取

扱いの高齢者支援の分でございます。 

 こちらのほうの２項目めでございます。配食サービス事業という項目がございますけれど

も、志摩町の現状の欄でございますが、こちらのほうの一番下に本来印刷がされておかなけ

ればならない内容が印刷できておりませんでした。本日お配りをいたしております14ページ

のほうを同じ箇所でご覧いただきたいと思いますけれども、志摩町の現状の欄の一番下に

「（Ｈ18…2,953食）」という表記がございます。印刷が漏れておりましたので、こちらの

ほうにつきまして差替えをお願いするものでございます。 
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 続きまして、同じ資料の18ページでございますが、福祉制度の取扱いの障害者、生活保護

でございます。こちらのほうの一番上の項目の障害者移送サービス事業の部分で、前原市の

現状の欄でございますけれども、こちらの枠の下のほうに委託単価という項目がございます。

ここに金額が4,500円、6,750円、９千円というふうに記載をしておりましたけれども、正し

くは、本日お配りをいたしております同じ枠の中でご覧いただきたいと思いますけれども、

委託単価として3,500円、5,750円、８千円ということで、それぞれ１千円間違っておりまし

たので、こちらの３ページについてはすべて差替えをお願いしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（福嶋） 

 大変申し訳ございませんでした。 

 それでは会議に入りますが、協議会規約によりまして、会長に議長を務めていただきます

ので、会長よろしくお願いいたします。 

○松本会長 

 では、協議会規約によりまして、会長が議長を務めさせていただきます。よろしくお願い

します。 

 本日の議事録署名人、規程第２条第２項によりまして、会議録署名委員に仲西まゆみ委員、

井手口宗幸委員、山本峰次委員を指名いたします。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、協議に入ります。 

 レジュメ４の協議事項ですが、協定項目の３と19、23、これをですね、今日は４回目にな

るわけでございますが、今日は審議をお願いしまして、採決の決定を行いたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

 まず、協定項目３「新市の名称」でございますけれども、幹事会、私どもの提案は糸島市

ということで提案いたしまして、これまで３回議論いただきました。改めて、今日審議いた

だきたいと思っております。この件につきまして、どなたかまたご意見をよろしくお願い申

し上げます。この件について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 それでは、新市の名称は糸島市とするという幹事会の提案でございますが、これにつきま

して採決で決定いたしたいと思います。 
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 幹事会案の新市の名称を糸島市とするということについて賛成の委員さん、挙手をお願い

いたします。 

    〔賛成者挙手〕 

○松本会長 

 挙手多数でございます。それによりまして、新市の名称は糸島市とするということに可決

決定いたしました。 

 次に、協定項目19「町・字名の取扱い」についての件を議題といたします。 

 これも過去３回議論いただきました。今日改めて議論をお願いしたいと思います。この件

につきまして、ご意見等を承りたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

○仲西委員（前原市） 

 第１回目のときにも同じ発言をさせていただいたんですけれども、この合併、新しい市が

誕生するということで、できましたら二丈、志摩という名称は付けずに、糸島市、大字を削

除した名称をそのままストレートに言うということをお願いしたいと思います。 

 それはやっぱり、今からこの新しい市を担うのは、今からの未来ある子どもたちなわけな

んですね。今日も前原市のどこかで新しい命が生まれています。これは二丈と志摩も一緒の

ことだと思います。その子どもたちのために住みよい、そして、すばらしい市にするために

は、やはり見えない壁みたいなものを作ったまま手渡すというのはいかがなものかと考えま

す。 

 私も前原に来て20年ぐらいなるんですけれども、本当にこの土地が大好きで、ここで子育

てできて良かったなと実感しております。私も、前原というところはなくなるんですけれど

も、前原に愛着が無いかというと、そうではないんです。私たちが住んでいる、この前原と

か、二丈とか、志摩とか、そういうところの郷土愛というのは、違う形でそれぞれのところ

で残していけるものだと思います。ですから、私はこのように町・字名、提案されてはいる

んですけれども、前原市と同じように糸島市の後、そのまま大字を削除した名称に持ってい

くのがいいんじゃないかと考えます。 

○松本会長 

 ありがとうございました。ただいまのご意見は、それぞれ志摩、二丈という表記を残すと、

こういう幹事会の提案につきまして、一体性の観点から取ったがいいんじゃないかというご

意見でございます。ほかにございますか。はい、どうぞ。 
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○新委員（前原市） 

 前回も発言をさせていただきましたけれども、ただいま仲西委員が言われることに賛成で

ございます。 

 私は、怡土校区に生まれ育ってきました。以前は昭和30年代、怡土村と言っておりました。

そのときに昭和の大合併で、波多江村、それから加布里村、長糸村、雷山村とか、そして前

原町と、６か町村が合併をいたしました。そのときにやはり怡土村というのをなくすことは

寂しいような思いをした経験がありますけれども、新しい町になるならばということで、私

どもはすんなりと受け入れをしてまいりました。 

 そのこともありましたけれども、１つは、心に明るいものがあったのは、怡土小学校とい

うものが残りました。長糸小学校と雷山小学校も残りました。やっぱり学校名でですね、そ

の自治体がなくなったけれども、そこに歴然と残ってですね、やっぱり校区事業や、あるい

は前原町の事業やいろんなことで垣根がなくなって、前原が一つになったなという思いをし

てきた一人であります。 

 そういうことでございますので、できましたら、この住居表示の中で、二丈、志摩という

ものをなくしていただきたいという思いです。 

 それと同時に、今、糸島市という名称が賛成多数で決定をされました。私は挙手をしませ

んでしたけれども、決まったことには何にも言いません。従います。でも、今ここで幹事会

が提案してあります二丈、志摩というものが残るということになれば、私は糸島市になって

前原という名をなくしたという思いをして、涙が出るような思いをしております。ぜひそう

いう垣根をなくすためにも、前原と同じようにやっぱり二丈、志摩もなくしていただいて、

１つの糸島としてこれから歩んでいただきたいというふうに思いまして、発言をさせていた

だきました。 

○松本会長 

 ありがとうございました。今の新委員のご意見は、仲西委員と大体同じ趣旨のご意見だっ

たかと思います。ほかにどなたかございませんか。はい、どうぞ。 

○山下委員（二丈町） 

 先ほどのお二人の意見に半分賛成なんです。というのは、壁を払って１つの市になるとい

うことに対しては、大賛成です。ちょっとこれはお考えを皆さんにお聞きしたいんですけど、

今、食の安全とかで、例えば、農業とか糸島の産物がありますよね。そういうとき、表示す
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るときとか、同じ漁業とか農業とか、生産地とか、そういうときに生産者の顔が見えるとい

うところで、その表示とかというのは全然大丈夫なんでしょうかね。例えば、地域の方は分

かっていても、生産者の顔が見えるというところで安全に対してだんだん厳しくなると思う

んです。そういうところをちょっと考えたときにどうかなというのを半分不安に思いますけ

ど。 

○松本会長 

 ただいまのご意見はあれですか。新市の名称とは別に、生産物を表示する場合に志摩とか

二丈があったほうが分かりやすいという…… 

○山下委員（二丈町） 

 分かりやすいんじゃないかなという、地域の方は重々、どこどこ漁港であったりとか分か

るんですけれども、他県からとか、いろんなところでそういうのが出てきた場合に、という

のが、基本的には１つにしたほうが壁がなくて、そして、いろんな事務的な処理も簡単だな

という、これは短絡的な考えなんですけど、そこはどんなもんでしょうかね。 

○松本会長 

 生産物を生産者の方がどういう手段で、どういう表示で販売されるか、あるいは中間の事

業者との、あるいは消費者との関係で、これは別な方法が選択されるだろうとは思うんです

が、私どもはここで、そこまで統一してとかというのはちょっとどうかなと思うんですが、

参考までに漁協代表の委員の方はいらっしゃいますかね。ちょっとその辺教えていただけま

すか、お考え。どういうふうに取り扱うことになるのか。農協の方も後でいいですか。 

○山本委員（志摩町） 

 １市２町の中で一回６漁協が合併をし、そしてまた、あと３漁協が合併しまして、今、糸

島漁協という名で全国に発信しております。そういったことから、やはり糸島漁協の志摩と

いうこともあったらいいなという、今、ほとんど町名は使いませんが、糸島という名前で発

信しております。 

○松本会長 

 農協のほうはどうですかね。 

○高田委員（前原市） 

 ただいま時代の背景が地産地消的な動きの中で、より細やかに表示したほうが購買利用者

は分かるんじゃないかという趣旨のご発言でございます。私どもも、あるいはまた管内には
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多くの直売所がございまして、生産者名、あるいは産地、こういう表示はされております。

ＪＡ糸島が１年前にオープンしました直売所は、それぞれ表現はいろいろございます。ただ

し、氏名と出荷月日、消費期限、こういうものはかちっとしておりますけれども、産地の表

現までは理由づけしておりません。 

 そこで、個人個人が稲留あるいは井田原のミカンと、それぞれ表現は工夫してございます

けれども、冠に糸島と付けば、糸島の人は小さな単位でも分かる、糸島管外からお見えの方

がちょっと不明じゃないかというご趣旨の発言でございましたけれども、頭に糸島というも

のが付いておりましたら、細やかなところまで分からんでも、この地方で採れた野菜、果物、

魚であるということが分かるかと思っておりますから、ＪＡの直売所あたりについてはどこ

どこというような表示までしていないというのが今の我々の実態でございます。 

○松本会長 

 今の２人の答弁を聞いておりますと、生産物販売過程で産地をどう表示するかと。今おっ

しゃった50％のご心配の部分の残す、残さないは、直接には連動していないようでございま

す。よろしいですか、それで。 

 ほかにございますかね。はい、どうぞ。 

○森園委員（二丈町） 

 今、ご意見が出ておりますけれども、私は糸島市ということになりますと、いきなりその

下に字名が付いたりしますと、こちらの方はお分かりでしょうけれども、糸島市以外の人、

この方たちが糸島市のどこになるかということがなかなか分かりにくいんじゃないかなとい

う気がします。それで、ぜひ私は二丈、それから志摩、できれば前原もですね、長くなるか

も分かりませんが、頭に前原と付けていただいたらよろしいんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○松本会長 

 ちょっと今のは、また新たな提案で、逆に前原のほうもすべて前原という表記にしたら

どうかというご意見でございました。ほかにご意見ございますか。大体皆さん方、今のど

なたかのご意見と……（発言する者あり）ちょっとお待ちください。ほかにございますか

ね。──それでは、どうぞ。 

○古川委員（前原市） 

 実は、私はこの件について、前々回のときに、先ほど森園委員がおっしゃいましたように、
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二丈と志摩をつけるのであれば、前原も残すのが平等感があっていいのではないかというふ

うな、そういう意見を発表しました。その間、また２回審議がありまして、いろいろ私なり

に考えたときに、本当に私はどういう立場でここに座っているかというと、糸島を１つにす

るという立場でここに参加しているのであれば、やっぱりこの際思い切って、二丈、志摩、

前原というのは取ったほうが将来のためにはいいのではないかというふうに考えをこの間に

変えました。 

 そういうことにして、前原だけをどうするか、二丈だけをどうするか、志摩だけをどうす

るかとかじゃなくて、糸島全体のこれからのこと、また、人口の動態等も変わっていくでし

ょうし、糸島の中も変わって、境界線もなくなっていくことだし、そしたら、この際取った

ほうがいいんじゃないかという、全部ですね、１市２町の名前は町名・字名から取ったほう

がいいのではないかという、そういう案に賛成いたします。 

○松本会長 

 ただいまのご意見は、一体感を持たせるためにも志摩、二丈という冠は付けないほうがい

いんじゃないかというご意見でございます。大体、今のご意見で議論が出尽くしたというふ

うに判断させていただきます。 

 ちょっと休憩させてください。暫時休憩というんですかね。 

午前10時   休憩 

午前10時６分 再開 

○松本会長 

 それでは、全員そろわれました。今日は欠席がないですよね。全員出席。──あ、１人欠

席。（「すみません、もう一度意見を言わせていただいてよろしいですか」と呼ぶ者あり）

はい、どうぞ。 

○白石委員（志摩町） 

 今、仲西委員と新委員、皆さんの垣根をつくらないというお気持ちはよく分かります。私

も20年前に糸島に転居してきまして、志摩町に住んでおります。新しい市をつくるというこ

とで、一体感で志摩、二丈の冠を取ったほうがいいというご意見にもうなずける気持ちもあ

りますが、志摩、二丈は特に後ろ向きの気持ちで残したいというのではなくて、やはり先ほ

どほかの委員からもありましたように、私たちはここに住んでいますから、大体の糸島市か

らすぐ町名が付いて、ああ、あの辺だなとか分かりますが、これから糸島市も第１次産業の
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ほか、観光にも外部の方にどんどん来ていただきたい。そういうことを考えたときに、やは

り地理的なことがご理解いただけるかなということが１つと、それから、前原市という行政

名はなくなりますが、糸島市のＪＲという玄関口では筑前前原駅という前原という言葉が残

ります。それと今、郵政民営化ですべて配達、集配が志摩、二丈はなくなりまして、前原郵

便局１つに統括されました。それで、志摩、二丈という消印もなくなりました。そういう町

民の思いで、ここに私は代表で来ていると思いますので、私としてはやはり志摩、二丈とい

う冠は残していただきたいと深くお願いしたいと思います。 

○松本会長 

 ありがとうございました。先ほど私、再開しますと言うのを忘れましておりました。すみ

ません、再開を追加していただきたいと思います。 

 それで、大体議論が出尽くしましたので、この件につきましては挙手採決で決定させてい

ただきたいと思います。 

 幹事会の提案につきまして、確認の意味でもう一度申し上げます。 

 字の区域は、現行のとおりとすると。字の名称の表示は、次のとおりということで、前原

市につきましては、「大字」の表記を削除した名称、二丈町については、旧自治体名から

「町」を削除した名称を付し、「大字」の表記を削除した名称、志摩町については、同じく

旧自治体から「町」を削除した名称を付し、「大字」の表記を削除した名称とする幹事会提

案に賛成の方、挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○松本会長 

 今、手が挙がっておりますのは20人でございます。それで、賛成多数で原案のとおり可決

決定することに決まりました。（発言する者あり）議決は３分の２以上の賛成が必要なんで

すが、今日の出席者29名の３分の２は、20名ですから３分の２は超えておりますので、原案

のとおり可決決定していただきました。ありがとうございました。すみません、議長役は不

慣れなもので、大変申し訳ございません。 

 次に参ります。協定項目23「都市計画の取扱い」につきましてを審議していただきます。 

 これも今回が４回目となるわけでございますけれども、この都市計画の取扱いにつきまし

て、再度ご意見を承りたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

○谷口委員（二丈町） 
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 前回の合併協議会の席の中で、セットバックの件で１市２町それぞれ性格、内容が違うと

いうことで、新市になって初議会で具体的条例を制定して調整するという提案でございます

が、もう少しこの合併協議会の中で具体的に調整できないものかというような質問をしてお

りましたが、その点はいかがでございますでしょうか。 

○松本会長 

 じゃあ、幹事長のほうから答弁させます。 

○内場幹事長 

 セットバック、いわゆる道路後退用地の確保につきましては、現在、１市２町それぞれ対

応が異なっているわけでございますが、合併後の基本的な考え方につきましては、道路用地

のみを全市一律の金額で、すなわち協力謝金という名目で補助するというふうなことを考え

ております。 

 元来、このような措置につきましては、根拠となる条例が必要なため、合併後、最初の議

会、つまり、新市の最初の首長が招集した議会において条例を制定するというふうに考えて

おります。 

○谷口委員（二丈町） 

 確認させていただきますが、今の答弁によりますと、前原さんが寄付、二丈、志摩が買い

取るということでございまして、新市においても買い取りの方向で進めていくということで

ございますでしょうか。 

○内場幹事長 

 具体的には買い取りといいますか、そういうふうなことになると思いますが、名目が買い

取りというふうなことになりますと、土地評価の関係とか、いろんな条件が出てきますので、

全市一律の金額ということで協力謝金というふうな考え方を持っております。 

○谷口委員（二丈町） 

 分かりました。この性格と申しますか、この方式が私ども二丈町にとっては、この前も言

いましたように狭い道路がたくさんございまして、それぞれの家の所有者が建設し直される

折に、４メーター道路になるように下がってもらって、その下がっていただいた部分を町が

買い取るというような形で進めておりまして、ゆっくりではありますが、着実に道路整備が

できておるわけでございまして、新市になりましてもそのようなことで続行していくという

ことでございますので、安心いたしました。ぜひとも新市になりましてもよろしくお願いし
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たいと思います。 

 以上です。 

○内場幹事長 

 ちょっと念を押しておきますけれども、いわゆる道路用地のみを全市一律の協力謝金とい

う形で対応させていただきたいという考えでございます。道路用地のみでございますので、

補償費は含まれないということです。 

○兵庫委員（二丈町） 

 もう１回幹事長のほうで、こういうところで、こういう形ですよと。当初は３本立てでい

っておったような感じがしますので、それをこういうことですよというようなこと。例えば、

志摩方式だとか、二丈方式だとか、前原方式だとかという形になっていこうかと思うんです

けど、一応、今日もお話を聞いておったら、大体、一部志摩方式でとって、一部は二丈方式

というような話でございますので、もう１回そこら辺、はっきり調べさせたほうがいいんじ

ゃないかと思うんですけど、いかがでございましょうか。 

○内場幹事長 

 簡単に申せば、志摩方式でございます。道路用地のみ、一定の金額で協力謝金という形で

補償をしている。構造物等につきましては補償金を設けないということです。 

○井上委員（前原市） 

 幹事会のほうから、志摩方式というようなことで一部修正ということで提案がございまし

たが、実は前原としましては、全くこれは新しい方式でございまして、既に今月も来月も、

今そういう狭あいな道路についてはセットバックをして、寄付をいただいているんですね。

それで、実は私はこの件について、広域行政に関する調査特別委員会の中でもいろいろ討議

をやってもらいましたが、今までやってきとって、今、とたんにそういうことを新市になっ

て変えるということはいかがかなというような意見が非常に多うございます。 

 今、ここ１年、合併する寸前まで道をつくる計画でやっておるところは、そういうことな

らしばらくやめるよと。せっかくそういう狭あい拡幅の整備が進んでおる中に、一時、そう

いうことのため影響が出るのではないか。そういうことも委員会の中で出ています。買取代

金と書いてありますが、これが修正案で協力謝金というような名称に変えるといって提案さ

れたと思いますが、もし買取りでありましたら、当然これは路線価を加味しなければいけな

いんですよ。また謝金だけで、そういうことはだめですよというような意見も出てまいって
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おります。 

 それで、志摩方式でやる。今までかつて経験のないセットバックについて有償になるとい

うような協力謝金でございますが、これは皆さんどういう反発を受けるか、非常に難しい気

持ちです。ただ、地権者にお金が入るという単純な問題ではない、過去何十年とそういうこ

とがやられてきて、今になってそこを有償にするという、私はもう道路改良行政の、特に行

政区あたりに協力をいただいて、地権者に納得いただいてやっておるわけでございますが、

それに支障を来す可能性が出やせんかと。合併後にぜひそれは延ばしたいということになら

んとも限らんです。 

 それで、意味はよう分かるとです。固定で10千円か８千円ということでなされるというこ

とで挙がっておりますが、なかなかこの案について理解に苦しみます。どうしたものかとい

うことで。しかし、絶対こうせにゃいかんよということは私は申せません。幹事会も多分そ

れで進めようかなという気が起こりますが、前原にとっては初めての経験です。セットバッ

クに今まで全く１銭も支払っていなかった、市に寄付していただいておったところを有償に

なすということでございますので、私はそういう意見を述べます。委員会でそういう意見が

出てまいりまして、今までと非常に大きく変わるんじゃないかなということでございました

ので、一言申しておきます。 

○松本会長 

 今、井上委員がおっしゃった前原の事情、お話としては大変よく分かるし、大変貴重な提

案だと思います。ただ、この件につきましてはそれぞれ歴史がございまして、いわゆる三者

三様ということで今日に至っておるわけでございまして、合併を機に統一しなきゃならんと

いう背景をかんがみまして、じゃあ、どの辺までお互いに歩み寄れるのかなということを幹

事会の中でも種々議論させていただいた結果、それぞれが歩み寄った、いわゆる志摩町方式

がいいんじゃなかろうかという私どもの判断でございます。 

 前原だけにとってみると、今後この制度を変えて、さらに新しい制度を根付かせるという

のもかなりの努力が必要かと思いますけれども、それは今後、十分な説明責任を果たして対

応させていただきたい。そういうご意見があることは承知の上で、こういう提案をさせてい

ただいておるということで、どうかご理解いただければと思っております。 

 ほかにご意見ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○松本会長 

 じゃあ、この件も挙手採決で決したいと思います。協定項目23「都市計画の取扱い」につ

きまして、幹事会の提案どおり賛成していただけるか、挙手……（「ちょっと待って」と呼

ぶ者あり） 

○井上委員（前原市） 

 すみません、なんべんも。さっき幹事長のほうが、新市の初議会において、その詳細につ

いては決定するというような発言でございましたが、今、この合併協議会で決めることはど

こまでを決めるわけですか。今のでは、もうこのままにして初議会で決めるよというような

解釈に私は今、メモしておりましたが、それをよろしくお願いします。 

○内場幹事長 

 このセットバックの物件の取り扱いについて、基本的な方向を示したわけでございます。

協力費というふうなものの金額あたりはどうするのか、あるいは道路整備についてどうやっ

ていくのかというふうなことを議会の中で協議していただくということで申し上げました。 

○井上委員（前原市） 

 それで、今日ここで協議項目の中で採決をやって、その採決はどこまでの権限があるわけ

ですかと尋ねたんです。新市においてそういうことをやりますよということであれば、何か

それは新市においてやるとやったら、今それが必要かなという気が──すみません、私が間

違っていますかね。 

○内場幹事長 

 一応、新市の中の議会でこれを決めていただくわけでございますが、いわゆる議案ですね、

素案、それを作成するときに、この基本的な方針に沿って議案を作成していく。そして、新

しい首長が招集された議会の中で、この方針について議論をいただくというふうな考えでご

ざいます。 

○谷口委員（二丈町） 

 今の説明で大体分かるんですが、あえてお尋ねいたしますけど、今、基本方針を説明され

ました。新市になって志摩方式みたいな形での条例原案を議会に提案されると。そして、議

会で承認して拡幅が決まっていくというようなことでしょうが、その議会で否決されたらど

うなるんでしょうかね。ここで一応、基本的なことで皆さんと合意形成して、志摩方式でや

ります。で、自分としては、二丈代表としては安心するわけですね。ところが、新市の議会
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において、その基本路線に沿った内容の条例を提案されて、その議会が否決してしまえば、

何だこれはというようなことにもなりかねませんが、いたらんことではありますけれども、

そういうケースも無きにしもあらずと思いますからね。 

○松本会長 

 今のご心配、ごもっともな話なんですが、ただ、私どもの責務としまして、この場で議論

して方針を示して承認いただいた事柄につきましては、可能な限り新市で反映されるような、

そんな努力も私ども最大限していく必要がありますので、そうならないように今から一生懸

命新市に引き継ぐまでの作業を、この場の意見を踏まえてさせていただきたい、このように

思っております。 

 ということで、再度お諮り申し上げます。 

 協定項目23「都市計画の取扱い」につきまして、幹事会提案どおり賛成いただける方は挙

手をお願いいたします。 

    〔賛成者挙手〕 

○松本会長 

 挙手多数でございます。したがいまして、協定項目23「都市計画の取扱い」につきまして

は、挙手３分の２以上ございましたので、幹事会提案どおり可決決定いたしました。どうも

ありがとうございました。 

 それでは、以上で本日、前回からの引き継ぎ、４回目の議論はこれで全部終わりまして、

全部決定させていただきました。 

 次から４項目、今日、審議が２回目になるわけでございますけれども、まず、協定項目13

「特別職職員の身分の取扱い」につきまして議論をお願いしたいと思っております。 

 この件につきまして、今から議論していただきます。──ちょっと補足説明させていただ

きます。 

○久保行財政専門部会長 

 前回の協議会の中で、谷口委員のほうから給料、報酬の改定経過ということで要求されて

おりましたので、簡単に説明させていただきたいと思います。 

 平成９年４月以降の改定状況をここに、前原市、二丈町、志摩町、それぞれ示させていた

だいております。前原市で見ますと、平成17年４月１日に改定を行いまして、その後、18年

４月１日に、これは時限条例ということで、３か年の減額をしているという状況でございま
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す。二丈町におきましては、平成19年４月１日に三役の改定を行いまして、議会関係の改定

は19年５月１日ということでございます。それから、志摩町におきましても、同じように19

年４月１日に三役の改定、それから、議会関係を19年５月１日に改定ということになってお

ります。それから、下段の表につきましては、議員の法定定数と現在の条例定数を示させて

いただいております。 

 それから、前原市につきまして、11年４月１日と９年４月１日が同額になっております。

これにつきましては、報酬審議会での答申は出ておりましたけれども改定をしていないとい

うことで、同額ということでそこに表示をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○松本会長 

 以上で事務局の報酬に関する補足説明を終わります。 

 では、どなたかご意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○兵庫委員（二丈町） 

 今、提案されておりますこの件につきましては、当然、新市になって特別職報酬審議会

等々を立ち上げてやられるというようなことになろうかと思うんですけれども、現在もそう

なるかと思いますので、そういう形でやられるのかどうか、ちょっとそこら辺確認いたした

いと思います。 

○内場幹事長 

 特別職の報酬につきましては、いわゆる報酬等の条例について専決処分をする必要がござ

います。ですから、合併後、早い時期に決定をしたいというふうに考えておるわけでござい

ますが、この報酬審議会を設置するか否かというふうなことにつきましては、報酬が決定次

第、また幹事会等で議論を行って、早急に方向性を出したいというふうな考えでおります。 

○兵庫委員（二丈町） 

 ありがとうございます。 

○松本会長 

 ほかにご意見ないようでございますから、この協定項目13「特別職職員の身分取扱い」に

つきましては、ただいまから挙手採決によりまして決定していただきたいと思います。 

 この件につきます幹事会の提案は、再度申し上げますと、副市長の定数は１人だと。各種

審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討した上で設置す
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ると。特別職職員の報酬につきましては、前原市の報酬を基準に調整を行うと、こういう原

案でございます。賛成の方は挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○松本会長 

 挙手全員の賛成をいただきました。特別職職員の身分の取扱いにつきましては、幹事会提

案どおりの内容で可決決定いたしました。ありがとうございます。 

 では続きまして、協定項目15「国民健康保険事業の取扱い」について、これを議題にいた

します。 

 この件について、補足説明はないそうでございます。前回に続き２回目ということになる

わけですが、これは大変ボリュームが多うございますけれども、何かご質問、ご意見等があ

れば出していただきたいと思います。はい。 

○谷口委員（二丈町） 

 １つお尋ねしたいんですが、国保も一般会計と同じように基金がございますが、基金の残

高がこの資料を見てみますと、前原が確か２億ウン千万円、私ども二丈町が67,000千円、志

摩町さんが360千円だったと、その程度だったと記憶しておりますが、それぞれ１市２町で

非常に基金のばらつきがございますが、公平性の観点から、合併したあかつきにはその基金

も一定の基準をもって、ある程度公平になるように統一したほうがいいんじゃないかという

思いがあるんですが、執行部のお考えはいかがでございますでしょうか。 

○松本会長 

 今、基金の現状での残高と今後の取扱いということですかね、ご質問でございますが、ど

うですか。専門部会長、答弁をお願いします。 

○久我健康福祉専門部会長 

 今の基金の状況のご質問でございますけれども、19年度末見込みの基金の残額につきまし

ては、前原市が106,500千円ほど、志摩町が360千円ほど、そして、二丈町が63,000千円ほど、

都合169,900千円ほどになります。そして、20年度の予算がそれぞれ１市２町可決をされて

おりますけれども、この中で取り崩しをしている分もございますので、20年度末の予算上の

見込み額につきましては、前原市が46,800千円ほど、志摩町は360千円ほど、変わりません。

二丈町も63,000千円ほど、変わりません。計の110,200千円ほどが20年度末の予算上の現在

高でございます。 
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 これにつきましては、合併予定年度までには期間がございますので、21年度の予算編成、

あるいは20年度の年度間の補正の中で、この基金の取り扱いがどのようになるか、この点に

ついては医療費の動向等の問題もございますので、今の段階ではこれ以上、お答えはできか

ねます。 

○谷口委員（二丈町） 

 よく分かります。それで、基金を今申しましたように、多いところ、少ないところがござ

いますが、一定の基金をもって合併したあかつきには、これだけ持ち寄ろうというような、

基金の残額に関係なく一定の線を出しておったほうがいいんじゃないかというような質問を

しておるわけでございます。その辺はどういうお考えでございますでしょうか。仮にも残っ

た金を持ち寄ろうと、単純にそういうお考えなのか。やはり公平性という観点からいうと、

それぞれの一定人口規模とか、そういう基準に基づいて、このくらい基金を持ち寄ろうじゃ

ないかというようなある程度の基本方針というのは出しておくべきじゃないかなと思うんで

すが、いかがでしょうか。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○松本会長 

 ただいまのご指摘、ご質問、ご意見につきましては、持ち帰りまして、よく協議させて、

次回に答弁させていただきたい、このように思っております。 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

○谷口委員（二丈町） 

 合併したあかつきの賦課方式がここに書いてありまして、二丈、志摩は資産割がなくなる

わけでございます。そういった中で、税収の試算というのを持っておりますから、前原は現

行どおりの賦課方式ということで、前原の住民の方は国保の増減といったものはないのかな

というふうに、この資料を見て考えます。しかしながら、二丈と志摩は方式が変わりますの

で、新市に、こういった方式になった場合、二丈町は住民の負担、これが増えるのか減るの

か、その辺のことが分かればお答え願いたいと思いますが。 

○松本会長 

 専門部会長、どうですか。 

○久我健康福祉専門部会長 

 今回、今、調整案を出しております右側に具体的な調整案という格好で試算を示しており

ます。この中で、先ほど委員のほうから質問ございましたように、二丈町、志摩町にありま
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す資産割をなくしたところでどうなるのか。そして、なおかつこの条件が、先ほども質問に

出ておりましたように、前原市が一般財源から赤字補てんといたしまして30,000千円、そし

て、志摩町が同様に60,000千円、政策補助としての一般会計からの繰入れがございます。な

おかつ、これも先ほど基金の問題が出ましたけれども、前原市が平成20年度の当初予算に基

金から１億円の繰入れを行っております。二丈町、志摩町はございません。そういったこと

で、都合190,000千円ほどの一般会計、あるいは積み立てております基金からの繰り入れの

合計額が190,000千円ほどございます。 

 これが介護保険のときにも委員から質問が出たと記憶しておりますけれども、やはり基本

的には独立採算ということで、新市になりましても、すぐ、例えば率を値上げするというよ

うなことがないような財政運営を図るべきではないかというような質問が出たというふうに

記憶をいたしておりますけれども、同様にこの一般会計、基金からの繰入れがなかったとし

たらどうなるのか。もちろん、医療費の動向等が考えられますけれども、これにつきまして

はあくまで20年度の当初予算の中での試算ということにしておりますので、医療費の動向は

見込んでおりません。 

 そういった中で試算をいたしました。それで、資産割をなくしましたときに、大体28,000

千円ほど、前原市の率で試算をしますと、そのくらい不足をいたします。それと、先ほど言

いました190,000千円ほどの基金、一般会計からの繰入れを約110,000千円ほどと仮定をいた

しまして、それを税率に直しますとどうなるかということで試算をいたしました。あくまで

これは試算でございますけれども、その中で私どものほうで出しました率につきましては、

今の現状につきましては、志摩町が大体20年度の被保険者１人当たりの保険税額は89,200円

ほどであります。二丈町、前原市はほぼ変わりませんで、82,300円ほどになります。こうい

った現状から、新市１人当たりの保険税額は90千円ほどになりますので、それぞれ前原市、

二丈町につきましては9.4ないし9.5％の引き上げ、これは１人当たりの年額でございますけ

れども、志摩町が先ほど言いましたように保険税額１人当たりは既に高うございます。１％

程度の引き上げになるということでございます。これはあくまで試算でございまして、一般

会計、あるいは基金からの繰入れをなくした場合、なおかつ医療費の増高を見込まない場合、

かつ、先ほど言いましたように、志摩町、二丈町にあります資産割をなくした場合、こうい

った中でのあくまでも試算でございます。 

○谷口委員（二丈町） 




